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Ⅰ　労使協議制生成期（1945 ～ 60 年）1）

　1945 年の敗戦から，7年間は戦後混乱期と呼ん
でよいだろう。戦後混乱期は，わずか 7年程度で

あるが，歴史的には 1945 ～ 46 年と 47 ～ 52 年に
細分することができる。前半は労働組合からすれ
ば「解放期」であり，後半は「弾圧期」である。
マッカーサー連合軍最高司令官による 1947 年の
2.1 ゼネスト禁止命令以後，労働運動は後退を余
儀なくされる。
　日本の労働者の観点からすれば，敗戦は労働運
動にとって少なくとも当初は「解放」を意味して
いた。労働組合運動は国家への「反逆」活動から
新しい民主主義国家のための「建設」活動となっ
た。アメリカを中心とする連合国占領軍は当初労
働運動の保護と育成を図ろうとした。多くの大企
業の経営者は占領軍にとってみれば，戦争犯罪人
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歴史は連続しているから，全くの真空状態のなかから始まるということはできない。日本
の労使交渉・労使協議の仕組みについて，その形成から語るとすれば，最低でも第二次世
界大戦直後から始めねばならないであろう。また大きなテーマをごく手短にまとめるので
あるから，十全であることは最初から断念し，ひとつのストーリーを見取り図にして提示
することにしたい。本論文は日本における労使交渉・労使協議の仕組みの形成期である第
二次世界大戦後の労使争議から高度成長期，さらには 1997 年以後の労使協議の変化につ
いて具体例をあげて論じる。取り上げるのは，Ⅰでは日立争議，日鋼室蘭争議と生産性 3
原則である。労働争議はほぼいつも経営側の勝利に終わったが，経営側にも深い傷を与え
た。Ⅱでは，高度成長期と安定成長期の，主として雇用調整に関する労使協議の状況を扱
う。具体的には，繊維企業における「出向制度」の成立と安定成長期におけるその一般化
である。つづくⅢでは，1997 年金融危機後の「選択と集中」と希望退職の一般化という
状況の中での労使交渉・労使協議について考察する。こうした歴史的な変遷を踏まえた上
で，Ⅳでは，現代の労使交渉・労使協議システムを支えている基盤の特質として，工職一
体組合としての性格と企業における内部昇進制度の強さをあげる。こうした特質の結果，
大企業では労働組合員の高学歴化がおこり，またこれと密接に関連する内部昇進制により，
管理職や経営者の多くが組合員経験者であり，両者の間にイデオロギー的な壁がほとんど
存在しないという状況が生まれた。最後のⅤでは，こうした歴史と制度的基盤を踏まえて，
現時点での企業内労使関係の 3つの課題について論じる。それは，①労使交渉・労使協議
の対立軸のあいまい化，②非正社員への対応，③共稼ぎモデルへの対応である。
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であり，排除されるべき人々であった。そのため，
敗戦直後は，労働組合優位の労使関係状況にあっ
た。
　しかし，東西冷戦の始まりとともに，連合軍の
態度は一変する。急進化する労働運動に対して，
抑圧的な占領政策がとられ，大企業でも労働者の
大量解雇がかなり素朴な形で実践されていくよう
になる。労使における相互不信の時代であったと
いってよい。本稿で論じることはできないが，当
時の世界的な政治状況を理解することなしに，こ
の時期の労使関係を理解することは不可能であ
る。
　さて，1948 年の連合軍マッカーサーの指示に
より公務員の争議行為が禁止され，1949 年には
労働組合法改正により，使用者による経費援助に
強い規制がかけられ，労働協約の自動延長条項が
無効化された。これらの事態は，労働組合にとっ
て対経営者交渉力の著しい低下を意味していた。
また，1949 年から 50 年にかけてはいわゆるドッ
ジラインの実施により，公務部門とともに大企業
でも大規模な解雇が広範囲におこなわれた（公務
部門だけで約 16 万人が人員整理された）。労働省が
把握しただけでも 1949 年だけで 44 万人近く，実
際には 100 万人前後の労働者が解雇されたといわ
れている 2）。
　ここでは，日立争議と日鋼室蘭争議だけをとり
あげることにしよう 3）。
　（1）日立争議
　日立については，いい意味でも悪い意味でも，
現在でも「日本的雇用慣行」の代表例とされるこ
とが多い。1950 年 4 月 5 日に賃上げ要求を日立
の労働組合が会社に対しておこなった。この交渉
過程のなか，1カ月後の 5月 8日（5回目）に至っ
て，会社側が突然人員削減を提案した。約 2割に
あたる 5555 人の指名解雇であった。選考基準は
実に 14 項目におよび，「業務能率が低く成績の上
がらない者，経営に不要と思われる者，職場の秩
序または風紀をみだす者，上司同僚間の融和協力
の程度の低い者，身体虚弱者，離職しても生活に
影響する所が比較的少ない者」など，完全に企業
経営判断によるものであった。また，退職金も「事
業上の解雇」による退職金と解雇予告手当 30 日

分と法的に定められた最低基準であった。
　組合は要求と全く異なる指名解雇提案に驚き，
受け取りを拒否した。これに対して，会社側は
13 日に 19 日までに交渉をしたいと組合に申し入
れた。組合は回答を保留し 18 日の中央代議員会
で 20 日の交渉開始を会社に申し入れた。ところ
が，20 日早朝に会社側は 5555 人の人員整理に関
する希望退職の募集を掲示した。20 日午後の団
体交渉はきわめて緊張し，翌 21 日午前に会社側
の退場によって打ち切られた。
　会社は組合の団体交渉要求に応じず 24 日に解
雇者氏名の載った印刷物を配布・掲示したが，組
合は直ちにそれを撤去した。しかし，会社は 24
日から 25 日にかけて整理該当者に「解雇通知書」
を封書で送りつけた。内容は 27 日付で解雇する
ので，27 日までに（つまり通知書を受け取ってか
ら 2，3 日以内に）依願退職すれば特別餞別金（基
本給の 4カ月分）を支給するというものであった。
　こうした会社側の行動が示すように，労働組合
と協議して慎重な人員削減をおこなうという意識
は，当時の多くの大企業にはなかったといってよ
い。指名解雇の提示から実施まで非常に短期間で
あり，現代の大企業労使関係では考えられないよ
うなものであった。それだけに労働組合の，とい
うよりも従業員の怒りには激しいものがあった。
多くの工場で職制のつるしあげが頻発した。会社
は解雇者の工場への立ち入り禁止をおこない，組
合側は全員出勤操業という態度で臨んだ。これに
対して，会社側はロックアウトで対抗した。
　労使とも，法廷闘争を展開する。労働組合側は
身分保障の仮処分を求め，会社側は「解雇者の工
場立ち入り戦術」に対する立ち入り禁止の仮処分
や，組合員の部課長に対する暴力行為の告訴など
が工場ごとに数多くなされた。
　労働争議は約 2 カ月続いた。争議の長期化に
よって組合員の生活困窮，組合の闘争資金の枯渇
が深刻化しただけでなく，当初組合は解雇通知の
一括返上・受領拒否によって被解雇者と残留者の
区分を不明確にすることに成功していたが，被解
雇者の氏名が明らかになるにつれて，団結にひび
がはいっていった 4）。指名解雇を逃れた者にとっ
ては争議を一刻も早く終了することが個人の利益
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にかなっているからである。
　こうして組合の闘争力が弱まるにつれて退職金
の受領者も増えていった。かくして，7 月 20 日
に団体交渉が再開され，27 日に日立の争議は終
結した。5月 8 日の会社案を組合は全面的に受け
入れたうえで，終結時点で退職を申し入れた者に
対しては 5月 27 日付退職した者として特別選別
金（家族持ちは基本給の3カ月分，単身者は2カ月分）
を支給することとなった。組合の全面敗北であり，
会社の全面勝利であるが，この争議の残した傷跡
は会社にとっても大きかった。
　こうした事態は，当時の日本の大企業において
は通例であった。たとえば，穏健な労使関係で知
られたトヨタ自動車でさえ，1950 年には従業員
の 2割の指名解雇を中心とした大規模な人員削減
を実施し，深刻な労働争議を経験している 5）。
　（2）日鋼室蘭争議
　当時，日本製鋼所室蘭製作所（日鋼室蘭）は，
4000 人近い従業員を有する同社の主力事業所で
あった。朝鮮戦争特需の終了に伴う需要の急減に
より，大幅な赤字に陥ったために大規模な人員整
理に踏み切った。室蘭製作所だけで 1954 年 6 月
に 915 人を指名解雇した。ここの労働組合は決し
て戦闘的な組合ではなくきわめて穏健な組合で
あった。1949 年の日本製鋼所のほかの複数事業
所での大量整理解雇の場合も，組合間の連帯感を
みせず，他の事業所の組合からは「企業べったり
の労働組合」とみられていた 6）。
　したがって，指名解雇の発表に対しても，組合
は「赤字解消のための合理化を行うことには全面
的に賛意を表するが，人件費の節約即首切りには
反対である。但し組合としては乏しきを分ち合う
という立場に立って，現在 6割に達する基準外賃
金を規正して基準内のみの賃金として二交替制を
三交替制，週休を完全に実施すれば，人件費の節
約は勿論，首切りを行うことは不要である」と主
張した。大幅な賃金カットやワークシェアリング
の考えを示し，それによって整理解雇に対抗しよ
うとした。ところが，このきわめて穏健派とみら
れていた組合提案に対して，経営側はこれを一蹴
し，過剰人員をすべて解雇するとして企業体力を
強化する必要を主張した。

　交渉にほとんど応じず解雇を強行しようとする
企業の姿勢に対して，組合は急激に態度を硬化さ
せ，組合員たちは地域ぐるみの闘争を喚起し，全
国的に大きな関心をよんだ。争議は会社側の強硬
な姿勢もあり紛糾し，従業員の約 3分の 1が第二
組合を結成するなど激しさを増し，従業員間の対
立まで引き起こし深刻な事態となっていく。ここ
で，第二組合とは，戦闘的な労働組合の活動に反
発する組合員が経営側の支援を受けながら組織化
した労働組合である。このケースでは，もともと
組合指導部は穏健であったが経営側の対応によっ
て組合内の強硬派が主導権をとることとなり，闘
争が激化していったのである。激しい労働運動が
戦わされた企業ではしばしば組合分裂の結果，第
二組合が結成された 7）。
　さて，日鋼室蘭争議に話をもどすと，最終的に
は中央労働委員会の調停により，解雇者を 662 名
とすることやわずかな補償金の獲得などで終結し
た。争議は実に 224 日間に及んだ。結果だけをみ
れば，労働組合の敗北であり，経営側の勝利であっ
たが，争議の企業経営者たちに与えた影響は実に
大きかった。尼鋼争議の場合には，労働組合が当
初から戦闘的であったが，日鋼室蘭の組合は労使
協調的であり穏健派の労働組合であった。にもか
かわらず，一方的な会社側の指名解雇は実に激し
い労働争議を引き起こしたのであった。かつて三
井財閥に属していた大企業の日本製鋼所は倒産す
ることはなかったが，その時の経営側の経済的損
失は実に大きかった。
　こうした歴史的な経験を通じて，企業経営者に
とって，法律通りに整理解雇することは賢い経営
でないことが，あきらかになった。その後，高度
経済成長に入ったのちもこの種の争議はときどき
発生したが，いつも同じような結果であった。つ
まり，日本企業の経営者たちは「解雇」をするこ
とが，企業経営にとって非常に大きなコストであ
ることを学んだ。そのため，雇用保障を重視する
ようになっていった。折しも時代は高度経済成長
に入っていった。つまり，企業にとって雇用保障
を重視することは一方では従業員の定着への魅力
アップであるとともに，整理解雇の必要が少なく
て済む時代であり雇用保障コストはあまりかから
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なくなっていった。この真価が問われるのは，高
度経済成長期ではなく，それが終わったのちで
あった。だが，その話に進む前に，高度成長期に
おける労使関係の変化に大きな影響を与えた生産
性 3原則に触れる必要がある。

1　生産性 3原則

　現代では日本の労使関係は安定的であると考え
られている。しかし，それに至るには「生産性向
上運動」が大きな役割を果たした。これはひとつ
の歴史的妥協であるといってよい。
　そもそも，「労働生産性の向上」が労使関係で
意味することは，人員削減あるいは人員増加の抑
制である。したがって，どこの国でも労働生産性
向上はとくに人員削減を意味するときに労使紛争
の種となる。それはしばしば「合理化」として批
判されてきた。「合理化」は文字通りであれば，
経済活動上当然のことであるが，それが意味する
のがしばしば「労働強化」や「人員削減」を意味
していることがよくある。経営者のいう「合理化」
＝「労働強化」という図式である。近年でいえば，
事業再構築を意味する「Restructuring」が人員
削減を意味する「リストラ」と呼ばれているのと
近い。
　したがって，労働生産性の向上に「合理化」と
いう言葉を使うことはタブーであった。そこで使
われた言葉が「生産性向上」である。生産性向上
運動は，1947 年に西ヨーロッパの共産主義化阻
止と経済復興をめざして開始された「マーシャ
ル・プラン」の一環として生まれたものである。
これは，アメリカの進んだ技術と管理システムを
導入して生産性を上げ，その成果を国民全体に適
切に配分することによって政治的経済的安定を図
ろうとするものであった。日本では，労働運動右
派と協調的労使関係を作ろうとした経営者たちと
の協働作業により，1955 年 3 月に経営者，労働者，
および学識経験者の 3者構成で「国民経済の生産
性の向上を図る」ことを目的として日本生産性本
部が設立された。その際，「生産性 3原則」を掲
げ，協調的労使関係の確立をめざして活動するこ
とになる。その3原則とは次のようなものであり，
それは現在まで受け継がれている。

（1）雇用の維持・拡大─生産性の向上は，究
極において雇用を増大するものであるが，過
渡的な過剰人員に対しては，国民経済的観点
に立って能う限り配置転換その他により，失
業を防止するよう官民協力して適切な措置を
講ずるものとする。

（2）労使の協力と協議─生産性向上のための
具体的な方法については，各企業の実情に即
し，労使が協力してこれを研究し，協議する
ものとする。

（3）成果の公正配分─生産性向上の諸成果
は，経営者，労働者および消費者に，国民経
済の実情に応じて公正に分配されるものとす
る。

　第 1原則である「雇用の維持・拡大」は，生産
性向上が人員削減を意味するものではないことを
宣言している。配置転換などによる解雇回避の宣
言である。第 2原則は団体交渉よりも日常的な労
使協議を重視するものであり，労使関係上の諸課
題を労使協議中心に解決を図ることを目指してい
る。第 3原則は，生産性向上の成果は企業や経営
者だけが独り占めにするのではなく，労働者に適
切に配分されねばならないことを示唆している。
これらの原則は広く社会全体に適用されるべき原
則であるが，企業内ではこの 3原則にもとづく労
使関係がつくられていったという歴史からみれ
ば，現在でも重要な原則であるといってよい。
　もちろん，この生産性 3原則を過大評価すべき
ではないが，革命的な労働運動論やそれにもとづ
く労働組合運動が衰退する中にあって，相互信頼
に基づく労使関係の方針を示したという意味で，
重要な指針となった意味は大きい。
　さて，この第 2原則にある労使協議が徐々に広
がっていった。労使協議そのものは敗戦直後から
存在していたが，それはしばしば対立的な労使交
渉の場にすぎなかった。とくに定期的におこなわ
れる協議だけでなく，日常的な労使協議が徐々に
実践されていくようになっていった 8）。
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Ⅱ　高度成長期から安定成長期での変化
─連続性と断続性

1　雇用調整の実践

　景気変動による人員削減は資本主義社会では不
可避の現象である。これに対して，解雇をできる
だけ回避し，指名解雇を発生させずに労働者が納
得できる雇用調整のシステムは高度経済成長期の
実践のなかにみることができる。
　一つは，企業規模拡大による配置転換や転勤の
一般化である。高度成長期は技術革新の時代で
あった。品質が高い製品をつくるには技術者だけ
でなく，現場の技能労働者やその知恵が不可欠で
ある。企業の規模拡大期には，そうした人材は不
足しがちであった。多くの企業はこうした人材が
他社に移ってしまわないように各種の定着策を講
じた。雇用保障（徐々に「終身雇用」と呼ばれるよ
うになっていった）はもちろん，賃金上昇や定年
退職金など老齢保障にも力を注ぐことになる。そ
のうえで，企業はそうした人材を配置転換や転勤
させたし，労働者たちもそれに応じていった。
　高度経済成長期においても繊維産業などの成熟
産業では雇用調整がしばしば発生していた。その
場合，企業内労使協議体制の確立とともに，こう
した問題が日常的に議論され解決されることにな
る。配置転換や転勤にとどまらず，雇用調整手段
として「出向」というメカニズムが発明され，さ
らには，企業間関係にもとづく転社である「転籍」
も徐々に普及していくことになるのも高度成長期
のことである。当初，ほかの企業で働き他社から
賃金をうけとる「出向」制度については，労働者
の不安も大きく，深い労使協議のなかで，たとえ
ば出向は「3年後」に復帰することを前提とする
とか，出向先で仕事が大幅に変わったとしても賃
金水準は従来のものを保障するということなどが
労使合意のなかで確認されていくのである。
　事例を 1つあげよう。大手化学繊維メーカーC
社のケースである 9）。C社では，1950 年代後半か
ら大量異動が頻繁になる。そこで，出向制度の整
備が必要となる。出向が労使の交渉対象となるの
は，1960 年のことである。同年の労働協約改定

時に，組合員の異動項目に出向を加えることが，
会社改定案の中で示されたのである。組合は出向
制度について，①本人の同意を必要とすること，
②出向者は出向先での課長級以上を非組合員とす
ること，③出向条件を協約にすることを申し入れ
た。これに対して，会社は，①出向条件は覚書ま
たは確認事項で明確にする。②非組合員の件は出
向先の職務を考え C社労使で決める，③出向先
でストがあったときは原則として C社に引き取
り，給与は保障する。④大量の場合と組合役員の
出向は転勤と同じに扱うとした。結局同年（1960
年）7 月出向制度を認めることにし，「出向者に
関する確認事項」として労使の調印をおこなっ
た。
　第 1次合繊不況は，この事前労使協議の深化に
大きな影響をあたえた重要な事件であった。ナイ
ロンとポリエステルの供給過剰による不振は，両
製品を主力としてした C社には深刻であった。
1965 年 2 月に開催された中央生産委員会で，社
長が組合に協力を要請するとともに，会社は業績
改善の具体策を策定し実行するための労使による
特別委員会の設置を提案した。組合はこれに喜ん
で応じ，この委員会で，操短によって余剰となっ
た要員の活用が最重点問題として取上げられた。
対策として関係会社への応援，出向，一時休暇が
実施された。
　従来から技術指導などの目的で出向はおこなわ
れていたが，雇用調整手段としての出向は自ずと
意味が異なる。組合の基本方針は①組合員の大量
応援，出向は必ず労使事前協議の対象とする。②
出向者の人選に当たっては本人の納得と理解を前
提とし強制しない。③賃金その他の労働条件およ
び復社後の処遇などについては一切不利な扱いは
しない，ということだった。この方針のもとに大
量異動に組合は積極的に協力していく。
　この時期だけで，社内転勤，「転籍」（配置替え
のこと）977 名，社外への出向・応援は国内 2482
名，海外 18 名にのぼった。主な出向・応援先は，
関係会社，関連会社などで，そのほとんどは繊維
関係の業務であった。つまり，この時期は出向の
量的拡大期であった。職種は同種のものに限られ
ていた。職種をまたぐ出向は，個人としてはキャ
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リアからみて不都合が多く，また企業としても生
産性も低下するから，当時はまだほとんどおこな
われていなかったのである。とはいえ，それまで
ごく一部の従業員にかぎられていた出向や社外応
援という異動が，一般組合員にまで本格的に広
がったこと自体大変化であり，労働組合や組合員
個人にとって，雇用やキャリアへの不安やとまど
いは決して小さいものではなかった。当時の状況
について，『組合史』は記す。「現在（1977 年 10
月現在……引用者）でこそ，社外応援，出向は日
常的になっているが，一部の管理者や技術者など
特定の限られた人の問題として取り扱われていた
制度が，一般組合員にも適用されることになると，
その対応は，当時として非常むずかしい問題で
あった。」

2　雇用調整システムの確立・一般化

　このようにして，高度成長期に生まれた雇用調
整システムは，労使協議制度のなかで合意形成が
図られていった。このシステムは 1974 年以降の
安定成長期に大きな力を発揮することになる。し
かし，当時この仕組みが本当にうまくいくのかど
うかは不明であった。高度成長期において「終身
雇用」を唱えることは企業にとっては容易であり
コストもかからなかった。いわば建前としての
「終身雇用」であったといってよい。この建前が
現実の経済的ショックによって，現実化するのか
どうか当時は必ずしも明らかではなかったのであ
る。現在からみれば，この時代は日本全体で「長
期安定雇用」が建前から現実になった時代であっ
たといってよい。1980 年の『労働年鑑』（大原社
会問題研究所）は，1978 年の状況をつぎのように
語っている。

　今日の「合理化」のうち，もっとも目立つのは，
やはり雇用削減であり，それのひきつづく展開で
ある。その場合，77年までは，本工のあからさま
な解雇というかたちは，企業倒産の場合をのぞい
ては少なく，希望退職，出向，配転，新規採用削
減などが主であった。……とくに最近では，「合
理化」の内容が，自然減の不補充にはじまり，出
向，配転，一時帰休，希望退職募集，さらに賃金カッ
トと，きわめて多様化し，かつきびしくなってい

ることが特徴で，中には 2年半にわたる長期帰休
にまで及んだケースもある。
　しかし，ケースとしては「希望退職募集」とい
う場合がかなり多いようで，政策推進労組会議が
78年 12月におこなった離職者追跡調査結果では，
（1）希望退職の募集71.8％，（2）生産縮小10.8％，
（3）倒産 5.2％，（4）指名解雇 1.5％，（5）その他
10.7％となっている。
　ところで，雇用変動状況をトータルに調べたも
のとして，労働省『雇用変動総合調査』がある。
……製造業についてみると，75年から 78 年 6月
までの期間における離職者数は 383 万人となって
いる。内訳では，労働者都合・定年等が 313 万人
と圧倒的に多いが，希望退職も 55 万人，指名解
雇が 14万 6000 人，配転・出向が 66万人にのぼっ
ている。とくに，78年に入って，経営上の理由に
よる退職が増えている。
　つぎに，そうした雇用削減の反面，残った労働
者については，多能工化と作業範囲の拡大，「応
援」などの日常化など，労働濃密化がいっそうお
しすすめられている。この特徴にしろ，第 1の特
徴にしろ，賃金の極力抑制，つまり，すでに雇用
していた労働者部分の削減，残った労働者の賃金
抑制をつうじ，労務費総額の絶対的圧縮を結果し
ている。これが，第 3の特徴であり，コスト軽減
の労務費版である。第 4に，雇用・「合理化」は，
本工，管理職までも巻きこみ，しかも産業・業種
を問わずひろがっている。

　この時期においても，かつてのような指名解雇
する企業がなかったわけではないが，そういう企
業では争議が発生しており，多くの企業ではそれ
を避けるようになっていた。大規模な人員削減が
大規模な労働争議の連続ということにならず，多
くの場合には大きな痛みを伴いつつも労使協議の
なかで解決されていくのである。
　労働組合は雇用確保の観点から，きわめて冷静
に大幅賃上げを断念した。賃上げの範囲は労働生
産性上昇の範囲内に収めるという経営側の「生産
性整合性論」を受け入れる一方で深刻化する雇用
状況を踏まえて，雇用保障を強く求めたのである。
その結果，繊維産業などで実践されていた「出向」
制度などがオイルショック後，鉄鋼業や造船業な
どでも広く用いられるようになった。今までとは

論　文　日本の労使交渉・労使協議の仕組みの形成・変遷，そして課題
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全く違った職場への異動やほかの企業への移動に
よって，原則的には賃金水準の維持と雇用保障と
いう労働者にとって最も重要な労働条件の確保を
図ることが日本の大企業の経営行動となった。こ
れは当時の雇用調整給付金制度の成立などとも相
まって，ほかの先進諸国で発生していた大量失業
という事態の発生を防ぐとともに「終身雇用」と
いうことばを世界的に有名にしたのである。また，
その後の良好な経済的パフォーマンスは，日本的
経営ブームを世界に巻き起こしたのであった。

Ⅲ　1997 年ショック以降の労使協議

　安定的な雇用調整システムを作り上げてきた日
本の労使関係であるが，それはバブル崩壊後もし
ばらくは従来の方式で対応可能であると思われて
いた。しかし，1990 年代半ば以降，とくに 1997
年の金融危機以降，雇用調整は一層深刻度を増す
ことになる。大手の銀行や証券業であってもその
存続がなんら保障されたものではないことが明ら
かになった。北海道拓殖銀行と山一證券の倒産，
それにつづく日本長期信用銀行の一時的な国有化
がそれを世間に強く印象付けた。企業は将来展望
を大幅に転換し，多角化から「選択と集中」へ舵
を切った。この時期以降，「希望退職」が徐々に
一般化することになり，「終身雇用」という言葉
は徐々に使われなくなっていった。ここでは，
2000 年代前半におこなわれた電機産業における
企業組織再編をめぐる労使協議をみることで，21
世紀初頭の状況を見ておくことにしよう 10）。
　（1）事前労使協議
　日本の大企業における典型的な労使協議は，人
事処遇制度や雇用調整など重要事項についての
「事前労使協議」であり，公式の労使協議の前に，
非公式の労使協議がおこなわれることが少なくな
い。公式には「取締会」での決定ののちに，各種
の会社提案に基づいて労使協議がおこなわれると
いうのが手順であるが，それでは労使協議の範囲
は大きく限定される。とくに事業売却や事業統合
などの場合，社外発表されてからでは，公式の労
使協議の場は，その報告を聞く場でしかなくなっ
てしまう。それでは，組合や組合員の意向を反映

させることはできないか，非常にむずかしくなる。
そのために，日本の労働組合は，「事前労使協議」
つまり，会社の方針が正式に決定される前に労使
協議することを要求してきた。企業としても，従
業員の労働条件に多大な影響を与える施策につい
ては，従業員の反応を確かめておきたいという思
いもある。組合と妥協点を予め探っておけば，実
施後の混乱や職場のわだかまりをかなり防ぐこと
ができ，スムーズな施策の実施をすることができ
る。とはいえ，「事前労使協議」を公式に認める
ことは，経営者は躊躇する。こうした妥協の産物
として，「事前労使協議」および「非公式の労使
協議」が一般化していくのである。
　この点について，電機総研調査（2004）の組合
アンケート調査から労使協議状況を事業組織再編
類型別にみると表のようになる。全体として
73.5％の案件で，「事業買収」を除くと，約 8 割
の案件で「社外発表前に公式協議に先立って非公
式協議」が実施されていた。
　事前に重要な情報を入手するという意味では，
「社外発表前に公式協議に先立って」，守秘義務を
求められるような情報をもとにした協議が重要で
ある。「社外発表前に公式協議に先立って」の非
公式協議をおこなったケース（189 件）に限定す
ると，66.1％が守秘義務を求められるような協議
をしており，7.4％の案件では，誓約書にサイン
をしている。なお，「特に気にしていない」（12.2％）
は，労使の信頼関係があるため「気にしていない」
と，株式非公開企業であってインサイダー規制に
触れる情報がもともとないために「気にしていな
い」の双方があると考えられる。
　さらに，連合総研が 2006 年に実施した調査（連
合総研 2007：64-65）によれば，「公表されると株
価が変動する等，社外まで影響を及ぼす可能性の
ある事項」について，組合に提供していない企業
はわずか 6.3％にすぎず，約 3分の 2の企業は「内
容によっては提供しない情報もある」といる一
方，約 4分の 1の企業では「組合が要求する情報
ならば機密情報でも提供している」としている。
とくに 1万人以上の巨大企業では，この率は 4割
弱に上昇する。また，組合が会社側から機密情報
の提供を受ける場合､ その提供を受ける組合役員
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の範囲についてみると，圧倒的多数の企業におい
て提供される機密情報の範囲は､「本部三役 ･本
部執行委員」（87.4％）であるのに対し，「支部三
役 ･支部執行委員」では 6.0％にとどまっている｡
基本的に機密情報の提供範囲は，本部三役・執行
委員に限定されているとみてよい。こうした調査
結果から判断すれば，一定の範囲に限られる場合
も多いが機密情報を含めて事前労使協議がおこな
われているといってよいであろう。
　（2）公式の労使協議
　非公式の事前労使協議が，わが国大企業の労使
協議において一般的である。ただ，それはその後
の公式の労使協議が不必要であるということを必
ずしも意味しているわけではない。実は，しばし
ば非公式の労使協議のある段階で一般組合員に伝
達され議論される場合もあり，どこまでが「非公
式」で，どこからが「公式」であるのかは必ずし
も明確ではないが，一般にいえば，組織再編の全
容が確定し，個別具体的な点について協議する段
階であるといってよいだろう。
　組織再編・構造改革にかかわる「公式」な労使
協議は，先の電機総研調査によれば平均 4.7 回お
こなわれている。協議「2回まで」が 34.9％，「3
～ 5回」が 32.8％で，全体の 3分の 2は協議 5回
までで終了している。協議回数「0 回」が 13 件
ある。これは，関連会社同士の統合や事業買収な
ど組合員の雇用に直接関係ない場合や「分社化に
ともなう出向」など従来のルールどおりにおこな
われるからである。非公式段階で合意に達した，

または了承したということであろう。
　（3）希薄化
　ただ，藤村（2009：240-242）が指摘するように，
経営側に労使協議を軽視する傾向が表れているこ
とも事実である。氏は社会経済生産性本部（日本
生産性本部）の労使協議制に関するアンケート調
査（1985，1998，2005 年）を比較し，労使協議充
実のための施策として「会社側委員の全員出席」
を挙げる企業が 79.8％→ 64.1％→ 60.0％と低下し
ていると指摘している。これは，経営側にとって，
労使紛争を招きかねないという緊張感が薄れ，労
働組合の存在感も低下してきたためである可能性
が高い。

Ⅳ　相互信頼的労使関係を支える基盤の特質
─ユニオンショップ制と経営者の内部昇進

　日本の大企業を中心とした労使交渉，労使協議
は今後ますます希薄化し，ついにはノンユニオン
的な状況となってしまうのであろうか。この点で
重要なのが，経営者や管理職層と労働組合との関
係である。以下では，この点について簡単にみて
おくことにしよう。

1　工職一体組合という特質

　日本の労働組合の特質として，ともすれば「企
業別」という点を重視することが多い。しかし，
現代においてより重要な点はホワイトカラーとく
に幹部候補生たる従業員と現業職の正社員が同じ

表　組織再編施策の類型と非公式協議の状況
（単位：％）

社外発表前，公式
協議に先立ち

社外発表後，公式
協議に先立ち

公式協議前の非公
式協議なし

NA
事例
（N）

合計 189 73.5 16 6.2 29 11.3 23 8.9 257 100.0

グループ内再編 139 74.3 11 5.9 23 12.3 14 7.5 187 100.0

グループ外企業との
事業統合

19 82.6 2 8.7 1 4.3 1 4.3 23 100.0

事業売却 16 80.0 3 15.0 1 5.0 20 100.0

事業買収 5 50.0 2 20.0 3 30.0 10 100.0

その他 9 81.8 1 9.1 1 9.1 11 100.0

注：合計には「無回答」を含む。
出所：久本（2009：27）
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企業別組合に入っているという点である。図 1は
連合総研が実施している「勤労者短観」データか
ら学歴別に組合参加率と勤め先での組合存在率を
筆者が計算したものである。まず，組合参加率で
みると，最も労働組合に加入している割合が高い
のは大学院卒であり，ついで 4年制大卒であり，
もっとも加入していないのが中卒である。この点
は勤め先に組合があるかどうかでみるともっと
はっきりする。大学院卒の企業では過半数に労働
組合があり，4年制大卒でも 4割弱である。これ
に引きかえ，高卒では 3割，中卒では 1割弱であ
る。これは，大企業ほど組合組織率が高く，中小
企業には労働組合は少ないこと，さらに大企業で
は大卒や大学院卒しか取らない，もしくは採用者
の多数が大学・大学院卒である場合が少なくない。
そのため，こうした結果となるのである。組合存
在率と組合参加率の差が大卒や大学院卒で大きい
のは，彼らの多くが 30 代後半や 40 代前半で昇進
の結果「管理職クラス」となり，同時に非組合員
になることを反映しているものと思われる。こう
したことからわかることは，労働組合，とくに巨
大企業の労働組合の組合員は一般の労働者よりも
高学歴であるという事実である。これは，欧米の
多くの労働組合がブルーカラーや中下層ホワイト
カラーを主たる組織対象としていることと大きく
異なる点であり，わが国の労働組合の大きな特質
となっているのである。

2　管理職・経営者の内部昇進制

　現在でも日本企業の管理職や経営者はとくに大
企業では内部昇進中心であり，しかもユニオン
ショップにより，多くの経営者は組合経験者であ
る 11）。正社員が自動的に労働組合員になること，
管理者や経営者に内部昇進が多いことが意味する
ことは，日本の大企業の経営者や管理者は，労働
組合員としての 10 ～ 20 年程度の経験を持ってい
るということであり，従業員と管理職や経営者と
の間には文化的ギャップがほとんど存在していな
いということである。とくに，労働組合役員経験
をへて人事部に配属される者もおり，こうした人
的交流は協調的な労使協議制度を背後で支えてい
る 12）。
　かつて，労働組合員にとって，経営者は別の世
界の人々であった。大卒は圧倒的な少数派であり，
中卒あるいは高卒がその中心であった。ところが，
安定成長期に入ると，製造業においても大卒・大
学院卒が急増してくる。他方，生産職の雇用は減
少に転じる。こうした事態は，労働組合があるの
は圧倒的に大企業が多いという現実を反映して，
労働組合員の高学歴化を急激に進めることになっ
た。この点は，多くの先進諸国の労働組合が悩ん
でいる高学歴化社会における労働組合活動や労使
交渉という点でわが国の労働組合・労使交渉に優
れた性格を付与するとともに，伝統的な労働組合
活動理念との齟齬に苦しむことにもなるのであ
る。

図 1　学歴別にみた労働組合の存在
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Ⅴ　現代の課題─おわりに代えて

　最後に，現代における企業内労使関係の課題に
触れておくことにしよう。それは3つある。まず，
労使交渉・労使協議の対立軸のあいまい化である。
近年の「アベノミクス」における賃上げの自民党
主導政権の動向にみられるように，保守党政権が
賃上げを求めるという倒錯した事態が生じてい
る。これは，先ほど見た相互信頼的労使関係を支
える基盤が大卒・大学院層に移り，さしあたって
の賃金よりも中長期的な企業成長による雇用安定
やキャリア展望を重視しているからにほかならな
い 13）。労使協議に基づく雇用調整の必要性につ
いても現代の労働組合は理解を示しており，組合
員の今後を踏まえて，「納得できる雇用調整」を
求めているといってよいだろう。しかし，このこ
とは労使の緊張関係の弱まりももたらしており，
それが団体交渉の減少や短時間化，さらには労使
協議の希薄化をもたらしている可能性が高い（図
2，3）。
　第 2の課題は，非正社員への対応である。一部
で組合員化の流れがあるにせよ，ユニオンショッ
プ制ということから非正社員は現在でも多くは非
組合員である。非組合員は契約社員を除けば，多
くは時給労働者であり，処遇からみれば伝統的に
はブルーカラー的である。こうした人々が職場で
は同僚として働いている。とくに派遣労働者や業
務請負労働者は「間接雇用」ということもあり，

彼らの処遇や職場環境についてはほとんど労使交
渉の対象となっていない。
　第 3の課題は，共稼ぎ労働者への対応である。
男女とも正社員で働き続けるようになっている。
すると，旧来のように「片稼ぎモデル」（一人の
稼ぎ手で家族の生活を支え，そのためには残業はも
ちろん転勤も喜んで受け入れるという稼ぎ手モデル）

での要求や対応では決定的に不十分となる。近年
の 30，40 代の未婚率の急増にみられるように，
男性も女性も子どもを産み育てることが無理なく
できる働き方を求める必要がある。残業や転勤問
題に積極的に対応する必要が労使ともに求められ
ている。

 1）この節は，久本（2011）の一部を再構成し，大幅に修正し
たものである。

 2）大河内・松尾（1969：298）。
 3）労働省『資料労働運動史』による。
 4）大河内・松尾（1969：387）によれば，組合側が郵便物の
受け取り拒否を組合員に指令したため，会社は数千枚の解雇
者名簿を市内にばらまくことで，被解雇者の氏名を従業員や
市民に知らせたという。

 5）当時の状況を内側から見たものとして上坂（1981）が秀逸
である。自動車産業では，日産争議が有名である。東京帝国
大学卒の益田哲夫に指導された日産争議の激しさは第二組合
（後述）を生んだ。さらに，戦闘的な指導部の第一組合を弱
体化させた第二組合と経営陣はその後協調関係を続けた。日
産自動車が苦境に至った 1970 年代後半に，塩路委員長の指
導する発言力の強い日産労働組合は経営陣と軋轢を生み，塩
路委員長の失脚によって終息したことは有名である。第二組
合については，藤田（1955）が生々しい。

 6）それだけに 1949 年における大量人員削減にともない争議
を経験した日本製鋼所のほかの事業所の労働組合が日鋼室蘭
労組をみる目は厳しかった。

 7）こうした第二組合，あるいは第二組合的な組合方針をとる

図 2　　団体交渉の年平均回数（本部組合，過去 3年間の平均）
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出所：�厚生労働省『平成 24 年団体交渉と労働争議に関する実
態調査』より筆者作成。

図 3　団体交渉の平均所要時間（本部組合，過去 3年間の平均）
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論　文　日本の労使交渉・労使協議の仕組みの形成・変遷，そして課題
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組合執行部の成立により，わが国大企業の労働組合は労使協
調的な組合活動が主導権を握ることになる。経営者としても
第二組合的労働組合に一定の配慮をすることが第一組合的労
働運動を押さえるために必要であった。それは，企業内労使
協議制度を経営側が重視していく背景ともなっていた。

 8）日本生産性本部（一時，社会経済生産性本部）は一貫して
労使協議制充実のための調査報告書を発行し，この制度の普
及に努めた。また，関西生産性本部など，地域ごとの生産性
本部もそれと歩調を合わせて活動している。

 9）久本（1998：121f）からの引用である。
10）この事例については，久本（2009）の記述を修正した。
11）この点については，稲上毅/連合総合生活開発研究所
（2000），またユニオンショップ制については，厚生労働省
（2012）参照。
12）労使紛争が激しかった時代には，組合と渡り合える者が経
営者に選ばれる傾向があった。もちろん現在では，周知のよ
うに，日本の労働組合は少なくとも対外的にはきわめて穏当
であり，こうした傾向はかなり弱くなっている。

13）さらに，正規非正規の賃金格差の問題視する世論を受けて，
正社員中心の労働組合は賃金要求をしにくくなっているとい
う事情も影響しているものと思われる。
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